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高山振興ワークショップ事業に係る事務を調査する特別委員会 

の設置について 

 

  下記により高山振興ワークショップ事業に係る事務を調査する特別委員会

の設置について、議案を提出する。  

記  

１  調査事項  

本議会は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１００条の規定によ

り、次の事項について調査するものとする。 

 (1) 高山振興ワークショップ事業に係る事務に関する事項  

２  特別委員会の設置 

本調査は、地方自治法第１０９条及び生駒市議会委員会条例（昭和４６年

１１月生駒市条例第３１条）第５条の規定により、高山振興ワークショップ

事業に係る事務について、委員８人からなる高山振興ワークショップ事業に

係る事務を調査する特別委員会を設置し、これに付託して行う。  

３  調査権限 

本議会は、１に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第１００条第１

項、第１０項及び同法第９８条第１項の権限を高山振興ワークショップ事業

に係る事務を調査する特別委員会に委任する。 

４  調査期限 

高山振興ワークショップ事業に係る事務を調査する特別委員会は、１に掲

げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる。 

５  調査経費 

本調査に要する経費は、本年度においては２０万円以内とする。 


